
 

第３条 川崎市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年川崎市条例第４２

号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に

改める。 

   附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

地方自治法の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、この条例を制定する

ものである。 

議案第  号 

 

川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年 ２ 月１７日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例   

 川崎市消防手数料条例（平成１２年川崎市条例第３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表２９の項中「又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」を「、圧縮天然

ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、圧縮水素自動

車燃料装置用容器の容器検査及び容器再検査に係る手数料を新設するため、こ

の条例を制定するものである。 

議案第２２号


